
 

          

 

2019 年 3 月 20 日 

沖縄電力株式会社 

 

「Ｅｅらいふ」および「Ｅｅビジネス」の規定の一部変更について 

 

当社は、「国民の祝日に関する法律」（昭和 23 年法律第 178 号）（以下、祝日法）に基

づく祝日に変更※があったことを受け、2019 年 4 月 1 日より「Ｅｅらいふ」および「Ｅｅビ

ジネス」における休日等に関する規定の一部を変更させていただくこととなりましたので、

お知らせいたします。 

※祝日法の改正（H30.6.20 公布）および「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休

日とする法律」（H30.12.14 公布）等による変更 

 

○ 祝日法に基づく休日等の変更内容 

＜2019 年度＞（天皇の即位等にともなう変更※2） 

新たに休日等の対象となる日 休日等の対象外となる日 

4 月 30 日、10 月 22 日、2月 24 日※2 12 月 23 日 

＜2020 年度＞（東京オリンピック関連等にともなう変更） 

新たに休日等の対象となる日 休日等の対象外となる日 

7 月 23 日、7月 24 日、8月 10 日、2月 23 日 7 月 20 日、8月 11 日、10 月 12 日、12 月 23 日

＜2021 年度以降＞（天皇誕生日の変更） 

新たに休日等の対象となる日 休日等の対象外となる日 

2 月 23 日 12 月 23 日 

※1：天皇の即位等にともない休日となる 5月 1日および 5月 2日も引き続き休日等の対象となります。 

※2：2月 23 日が日曜日のため、2月 24 日（振替休日）となります。 

■ 料金単価に変更はございません。 

■ 電力量料金の算定にあたり、一部使用電力量の按分計算を行う場合があります。 

■ 今回の変更に関して、お客さまによるお手続きは不要です。 

 

実施年月日：2019 年 4 月 1日 

（関連資料 URL） 

 ・選択約款・要綱 

  http:www.okiden.co.jp/common/clause 

以 上 

 


